
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影レンズを取り付け可能に構成された筐体状の第１ボディと
　 像媒体の位置決めをする基準面 有する第２ボディと、を接合すること
によって構成されるカメラボディにおいて、
　前記第１ボディには、前記撮影レンズを取り付けるバヨネットマウントと、メインミラ
ーを収納するミラーボックスと、シャッターユニットとが取り付けられ

前記開口が存在する面
前記第１ボディ を当接させ、該当接させた部分において前記第１
ボディを前記第２ボディに取り付けることを特徴とするカメラボディ。
【請求項２】
　前記開口の周辺部において、前記第１ボディと前記第２ボディとを締結手段により固定
することを特徴とする請求項１に記載のカメラボディ。
【請求項３】
　前記基準面は、フィルムレール、もしくは撮像素子の取り付け面を構成していることを
特徴とする請求項１または請求項２に記載のカメラボディ。
【請求項４】
　前記第１ボディ 前記第２ボディ 当接する面に、前記シャッターユニットが取り付け
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、
開口と、撮 と、を

るとともに、前記
第２ボディに取り付けられる全ての取り付け面が、同一の型で形成され且つ前記撮影レン
ズの光軸方向における同一平面上に設けられており、
　前記第２ボディの であって且つ前記第１ボディと対向する面に、

の前記全ての取り付け面

と の



られていることを特徴とする請求項１乃至請求項３に記載のカメラボディ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カメラのボディ構成に関し、特にアパーチャーを形成する後ボディの形状と、
撮影光路を形成する前ボディの形状と、前ボディと後ボディのドッキング形態に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、カメラ内部の枠組は、前ボディと後ボディとの大きく分けて２つの構造物により
形成されている。一眼レフカメラを例に取ると、前ボディは交換レンズを装着するバヨネ
ットマウント、メインミラー、プリズムボックス等が設置され、撮影光路を確保する機能
を 。また、後ボディはフィルムパトローネを装填するパトローネ室、パトローネから
引き出されたフィルムを巻き取るスプール室、撮影画面を規定するアパーチャー等を備え
ており、前ボディと後ボディをドッキングすることで、カメラの枠組を構成している。従
来のカメラのドッキング形態を図６および図７に示す。
【０００３】
図６は、第１従来例を示す斜視図である。図６において、後ボディ４１０は、撮影画面を
規定するアパーチャー４１１、およびパトローネ室４１２、スプール室４１３を有する。
後ボディ４１０は、次に説明する前ボディ４２０と、パトローネ室側ドッキング面４１４
～４１５およびスプール室側ドッキング面４１６～４１７においてドッキング（当接）さ
れる。
【０００４】
前ボディ４２０は、バヨネットマウント取り付け面４２１を有する。前ボディ４２０は、
パトローネ室側ドッキング面４２２～４２２ａおよびスプール室側ドッキング部４２３～
４２４において後ボディ４１０とドッキングされる。
【０００５】
図７は、第２従来例を示す斜視図である。図７において、後ボディ４３０は、撮影画面を
規定するアパーチャー４３１、パトローネ室４３２、およびスプール室４３３を有する。
後ボディ４３０は、次に説明する前ボディ４５０と、パトローネ室側ドッキング面４３４
～４３５、スプール室側ドッキング面４３６～４３７、アパーチャー近傍上側ドッキング
面４３８～４３９、およびアパーチャー下側ドッキング面４４０～４４１においてドッキ
ングされる。
【０００６】
前ボディ４５０は、バヨネットマウント取り付け面４５１、パトローネ室側ドッキング部
４５２～４５３、スプール室側ドッキング部４５４～４５５、プリズムボックス収納部後
側ドッキング部４５６～４５７、バヨットマウント取り付け面下側ドッキング部４５８～
４５９において、後ボディ４３０とドッキングされる。
【０００７】
図７では、図６の例の４箇所に加えて、後ボディ４３０にはアパーチャー近傍の上側に２
箇所、アパーチャー下部で、パトローネ室とスプール室の前側に２箇所のドッキング面が
あり、前ボディ４５０にはプリスムボックス収納部の後ろ側に２箇所、バヨネットマウン
ト取り付け面下部の裏側に２箇所のドッキング面がある。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
最近のカメラでは、前ボディと後ボディをプラスチックモールドにて成形し、前ボディに
おいてはバヨネットマウント取り付け面から後ボディドッキング面までの光軸方向の寸法
と、後ボディにおいてはフィルムレール面から前ボディドッキング面までの光軸方向の寸
法を、各々精密に管理し、前ボディと後ボディをドッキングした際のレンズマウント面か
らフィルムレールまでの寸法を、調整無しで高精度に出せるようにしている。
【０００９】
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持つ



ところが、図６の構成では、後ボディ側のパトローネ室、スプール室が成形によって前後
に変形し、レール面からドッキング面までの寸法を正確に再現できない場合が多かった。
【００１０】
　また、図７の構成では、前ボディ側のプリズムボックス収納部が成形によって変形し、
バヨネットマウント取り付け面から後部上側のドッキング面までの寸法を正確に再現でき
ない場合が多く、また、前ボディの後部上側のドッキング面は 側に抜く型、バヨネッ
トマウント取り付け面下部裏側のドッキング面は下側に抜く型と、別の型で構成され、バ
ラツキが大きくなる場合が多かった。
【００１１】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたもので、前ボディと後ボディの成型による寸法
バラツキを少なくし、ドッキングした際の寸法を正確に再現することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　この目的を達成するために、請求項１の発明によるカメラボディは、撮影レンズを取り
付け可能に構成された筐体状の第１ボディと
　 像媒体の位置決めをする基準面 有する第２ボディと、を接合すること
によって構成されるカメラボディにおいて、
　前記第１ボディには、前記撮影レンズを取り付けるバヨネットマウントと、メインミラ
ーを収納するミラーボックスと、シャッターユニットとが取り付けられ

前記開口が存在する面
前記第１ボディ を当接させ、該当接させた部分において前記第１
ボディを前記第２ボディに取り付けることを特徴とする。
【００１３】
　請求項２の発明によるカメラボディは、請求項１において、前記開口の周辺部において
、前記第１ボディと前記第２ボディとを締結手段により固定することを特徴とする。
【００１４】
　請求項３の発明によるカメラボディは、請求項１または請求項２において、前記基準面
は、フィルムレール、もしくは撮像素子の取り付け面を構成していることを特徴とする。
【００１５】
　請求項４の発明によるカメラボディは、請求項１乃至請求項３において、前記第１ボデ
ィ 前記第２ボディ 当接する面に、前記シャッターユニットが取り付けられていること
を特徴とする。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１７】
図１は、本発明によるカメラボディの一実施形態を示す斜視図である。
【００１８】
図１において、後ボディ１１０は、アパーチャー１１１、パトローネ室１１２、
スプール室１１３を有する。後ボディ１１０は、アパーチャー上側ドッキング面１１４～
１１５、およびアパーチャー下側ドッキング面１１６～１１７において、次に説明する前
ボディ１２０とドッキングされる。
【００１９】
前ボディ１２０は、メインミラーを収納するミラーボックス１２１およびバヨネットマウ
ント取り付け面１２２～１２６（左下側の１箇所は不図示）を有する。前ボディ１２０は
、アパーチャー上側ドッキング部１２７～１２８およびアパーチャー下側ドッキング部１
２９～１３０において、後ボディ１１０とドッキングされる。前ボディ１２０と後ボディ
１１０のドッキングは、ドッキングビス１６１～１６４により光軸後側から後ボディ１１
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後ろ

、
開口と、撮 と、を

るとともに、前記
第２ボディに取り付けられる全ての取り付け面が、同一の型で形成され且つ前記撮影レン
ズの光軸方向における同一平面上に設けられており、
　前記第２ボディの であって且つ前記第１ボディと対向する面に、

の前記全ての取り付け面

と の



０を前ボディ１２０に取り付けることによって実現される。
【００２０】
　バヨネットマウント１４０は、バヨネットマウント取り付け穴１４１～１４６に、バヨ
ネットマウント取り付けビス１５１～１５６によって取り付けられる。バヨネットマウン
ト取り付けビス１５１～１５６は、光軸前側からバヨネットマウント１４０を前ボディ１
２０に取り付ける。
【００２１】
前ボディ１２０は、図２に示すように、バヨネットマウント取り付け面１３１、ペンタミ
ラー（ペンタプリスム）収納部１３２、およびミラーボックス１２１が備えられた箱型構
造になっており、成型時の変形の影響を受けにくい形にしてある。
【００２２】
また、バヨネット取り付け面の６箇所は、光軸前側の同一平面に設けられ、前側に抜く型
にて形成してある。後ボディドッキング面の４箇所は、光軸方向後側の同一平面に設けら
れ、後側に抜く型にて形成してある。このように、各々の取り付け面を同一の型にて形成
することにより、寸法バラツキを小さくしている。
【００２３】
図３は、後ボディ１１０を光軸方向前側から見た正面図である。アパーチャー上部のドッ
キング面１１４～１１５と、アパーチャー下部のドッキング面１１６～１１７とが確認さ
れる。
【００２４】
図４は、前ボディ１２０を光軸方向後側から見た背面図である。アパーチャー上部のドッ
キング面１２７～１２８およびアパーチャー下部のドッキング面１２９～１３０が確認さ
れる。
【００２５】
図５は、前ボディ１２０にフォーカルプレンシャッターを取り付けた状態を光軸方向後側
から見た背面図である。シャッター１７０は、ビス１７１～１７２により前ボディ１２０
に取り付けられている。ドッキング面１２７～１３０は、シャッター１７０の外側に設け
られている。前ボディ１２０と後ボディ１１０のドッキングにおいて、バヨネットマウン
ト面からフィルムレール面までの寸法に微調整か必要な場合は、この４箇所のドッキング
面に寸法調整用のワッシャーを入れてドッキングすれば良く、またドッキング面の４箇所
の高さをそろえておけば、アパーチャーより大きな穴を有する薄板をシャッターの後ろ側
に配置して、その板をドッキング面に挟み込んでドッキングしても良い。また、後ボディ
１１０の基準面となるフィルムレールを金属製にする場合は、プラスチックに比べて硬め
に構成されているので、より寸法を正確に出すことが可能になる。更に、前ボディ１２０
と後ボディ１１０の当接する面に剛性の高いシャッターユニットが存在することでも、よ
り寸法を正確に出すことが可能になる。
【００２６】
【発明の効果】
　以上のように、本発明のカメラボディによれば、

したので、成形時の変形の影響や型構成に
起因するバラツキの影響を少なくし、前ボディおよび後ボディの寸法バラツキを抑え、ド
ッキングした際のバヨネットマウント取り付け面からフィルムレール面までの光軸方向の
寸法を正確に再現することが可能となる。
【００２７】
また、請求項４の発明によれば、プラスチックに比べて硬めに構成されているシャッター
ユニットが存在することで、より寸法を正確に出すことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
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第２ボディに取り付けられる全ての取
り付け面が、同一の型で形成され且つ撮影レンズの光軸方向における同一平面上に設けら
れており、そして第２ボディの開口が存在する面であって且つ第１ボディと対向する面に
、その第１ボディの全ての取り付け面を当接させ、そしてその当接させた部分において第
１ボディを第２ボディに取り付けるように構成



【図１】本発明によるカメラボディの一実施形態を示す斜視図である。
【図２】本発明によるカメラボディの一実施形態を示す斜視図である。
【図３】本発明によるカメラボディの一実施形態を示す正面図である。
【図４】本発明によるカメラボディの一実施形態を示す背面図である。
【図５】本発明によるカメラボディの一実施形態を示す背面図である。
【図６】従来のカメラボディの一例を示す斜視図である。
【図７】従来のカメラボディの一例を示す斜視図である。
【符号の説明】
１１０　　後ボディ
１１１　　アパーチャー
１１２　　パトローネ室
１１３　　スプール室
１１４　　アパーチャー上側ドッキング面
１１６　　アパーチャー下側ドッキング面
１２０　　前ボディ
１２１　　ミラーボックス
１２２　　バヨネットマウント取り付け面
１２７　　アパーチャー上側ドッキング部
１２９　　アパーチャー下側ドッキング部
１４０　　バヨネットマウント
１４１　　穴
１５１　　ビス
１６１　　ドッキングビス
１７０　　シャッター
１７１　　ビス
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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